
 

藤沢市地縁団体による防犯カメラ設置等事業実施要綱 

 

制定 平成１６年９月１日（施行） 

最終改正  令和８年４月１日（施行） 

 

（趣旨） 

第１条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１

項に規定する地縁による団体が設置する防犯カメラの設置費及び修繕費（い

ずれも附属機器に係る費用を含む。）に対し、藤沢市補助金交付規則（昭和

３５年藤沢市規則第１１号。以下「規則」という。）及びこの要綱に基づき、

予算の範囲内において、補助金を交付する。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定め

るところによる。 

（１）防犯カメラ 地域における犯罪の抑止を目的として、道路等の公共空間

における人等の動きを撮影し、記録するために、特定の場所に固定して設

置する映像撮影機器であって、録画機能があるものをいう。 

（２）地縁団体 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１

項に規定する地縁による団体をいう。 

 

（補助対象経費） 

第３条 補助対象経費は、地縁団体が設置し、及び所有する防犯カメラ及びそ

の附属機器（以下「防犯カメラ等」という。）の新規設置又は防犯カメラ等

の機能強化を伴う更新に要する経費（契約満了時に所有権移転するリース契

約含む。）（以下「設置費」という。）及び修繕に要する経費（以下「修繕

費」という。）とする。ただし、各種申請費用及び維持管理に要する費用は

対象としない。 

２ 前項に掲げる附属機器は、当該防犯カメラを設置し、及び運用するために

購入（契約満了時に所有権移転するリース契約含む。）したものに限る。 

３ 第１項の修繕費には、防犯カメラ等の移設に係る費用を含む。 

 

（補助金交付の申請手続） 

第４条 設置費に係る補助金の交付を受けようとする地縁団体は、防犯カメラ

設置等事業補助金交付申請書（第１号様式）に、次の各号に掲げるものを添

えて、市長に提出しなければならない。 

（１）防犯カメラ設置等事業計画書（第２号様式） 

（２）防犯カメラ協議結果報告書（第２号様式の２） 



 

（３）藤沢市地縁団体による防犯カメラ設置事業等対象団体役員名簿（第３号

様式） 

（４）申請団体調書（第３号様式の２） 

（５）地縁団体の規約 

（６）防犯カメラの設置が地縁団体の総意であることを証する書類 

（７）防犯カメラ管理責任者等届出書（第４号様式） 

（８）収支予算書（第５号様式） 

（９）施工場所ごとの写真 

（１０）設計書、仕様書及び防犯カメラの施工場所を明記した図面 

（１１）工事見積書の写し 

（１２）防犯カメラを設置しようとする場所が私有地である場合にあっては、

当該土地所有者が設置について承認したことを証する書類 

（１３）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書    

   類 

２ 修繕費に係る補助金の交付を受けようとする地縁団体は、防犯カメラ設置

等事業補助金交付申請書（第１号様式）に、次の各号に掲げるものを添えて、

市長に提出しなければならない。 

（１）施工場所が複数に渡る場合は、防犯カメラ設置等事業計画書（第２号様

式） 

（２）防犯カメラを移設する場合にあっては、防犯カメラ協議結果報告書（第

２号様式の２） 

（３）収支予算書（第５号様式） 

（４）施工場所ごとの写真 

（５）仕様書及び防犯カメラの施工場所を明記した図面 

（６）工事見積書の写し 

（７）防犯カメラを移設する場合、かつ移設しようとする場所が私有地である

場合にあっては、当該土地所有者が移設について承認したことを証する書

類 

（８）当該防犯カメラがこの要綱に基づく補助金の交付を受けずに設置された

場合は、その所有者が当該地縁団体であることを証する書類 

（９）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書    

  類 

 

（補助金交付の決定） 

第５条 市長は、前条の規定により、補助金交付の申請があったときは、審査

の上、予算の範囲内において、交付の可否を決定し、補助金交付（不交付）

決定通知書（第６号様式）により当該申請者に通知するものとする。 

 



 

（補助金額） 

第６条 設置費に係る補助金額は、予算の範囲内において、設置費の４分の３

以内の額と設置する防犯カメラの台数に２７０，０００円（ソーラー型カメ

ラにあっては３００，０００円）を乗じて得た額のいずれか低い額とする。 

２ 修繕費に係る補助金額は、予算の範囲内において、修繕費の４分の３以内

の額とする。 

３ 一の団体が申請できる修繕費に係る補助金は、同一年度内に２００，００

０円までとし、申請できる回数は２回までとする。 

４ 第１項及び第２項において補助金額に１，０００円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てた金額を補助金額とするものとする。 

 

（補助金交付の条件） 

第７条 市長は、第５条の規定により補助金交付決定をする際は、次の各号に

定める指示又は条件を当該申請者に付するものとする。 

（１）別に定める「藤沢市防犯カメラ運用基準」を遵守し、補助金交付の対象

となった防犯カメラ等の適正な管理及び運用を行うこと。 

（２）市長が行う調査又は資料の提出の求めに対し誠意を持って応じること。 

 

（防犯カメラ管理責任者等の変更の届出） 

第８条 補助金の交付を受けた地縁団体は、補助金交付の対象となった防犯カ

メラ等の使用を終了するまでの間、防犯カメラ管理責任者又は防犯カメラ取

扱責任者を変更したときは、防犯カメラ管理責任者等届出書（第４号様式）

を提出しなければならない。 

 

（届出義務） 

第９条 補助金交付の決定通知を受けた地縁団体は、事業に着手するときにあ

っては、事業着手届（第７号様式）に、設置場所が公有地である場合には占

用許可書等の写しを添付するとともに、必要に応じて交通管理者の交付した

道路使用許可証の写しを添えて、市長に提出しなければならない。また、事

業が完了したときにあっては、事業完了届（第８号様式）に、施工場所ごと

の完成後の写真を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による事業完了届が提出されたときは、当該事業が申

請どおり完了したことを確認するものとする。 

 

（事業の計画変更） 

第１０条 補助金交付の決定通知を受けた地縁団体が、当該事業の計画を変更

又は中止しようとするときは、速やかに事業計画変更承認申請書（第９号様

式）に必要書類を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。 



 

２ 市長は、前項の規定により申請があったときは、審査の上、適当と認める

ものについて、事業計画変更承認通知書（第１０号様式）により、承認しな

いときはその旨を書面で通知するものとする。 

 

（補助金の交付時期） 

第１１条 補助金の交付時期は、第９条第２項の規定による確認をした後とす

る。 

 

（事業実績報告書の提出） 

第１２条 補助金の交付を受けた地縁団体が、当該事業を完了したときは、補

助金の交付を受けた日から１月以内に事業実績報告書（第１１号様式）に次

に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（１）収支決算書（第１２号様式） 

（２）領収書の写し 

 

（備付帳簿の保存期間） 

第１３条 補助金の交付を受けた地縁団体は、規則第９条の規定による備付帳

簿を、事業が完了した日の属する年度の翌年度の４月１日から起算して１０

年間保存しなければならない。 

 

（財産処分の制限） 

第１４条 規則第１１条ただし書の補助金の目的及び当該財産の耐用年数を勘

案して相当と認められる期間は、設置費に係る補助金交付日の属する年度の

翌年度の４月１日から起算して５年とする。 

 

（防犯カメラの撤去又は移設） 

第１５条 設置費に係る補助金交付の対象となった防犯カメラ等を撤去又は移

設した地縁団体は、防犯カメラ設置状況変更届（第１３号様式）に施工場所

ごとの完成後の写真及び施工場所を明記した図面を添えて、届け出るものと

する。ただし、第５条において、当該防犯カメラ等を移設することについて

修繕費に係る補助金の交付決定を受けた地縁団体は、第９条に規定する事業

完了届（第８号様式）をもってこれに代えることができるものとする。 

２ 前項において、防犯カメラ等を移設するときは、あらかじめ移設する場所

について市長と協議するものとする。 

 

（交付決定の取消し） 

第１６条 市長は、補助金の交付を受けた地縁団体が次の各号のいずれかに該

当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 



 

（１）偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

（２）補助金を他の用途に使用したとき。 

（３）補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（４）第９条に規定する届出及び第１２条に規定する報告をしなかったとき。 

（５）第１４条の期間内に当該財産の処分等を行ったとき。 

（６）前各号に掲げるもののほか、補助金の使途が不適当と認められたとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金

交付決定取消通知書（第１４号様式）により、補助金の交付を受けた地縁団

体に通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第１７条 市長は、前条第１項の規定により補助金の交付決定を取り消した場

合において、当該取消しに係る部分に対して既に補助金が交付されていると

きは、補助金返還命令書（第１５号様式。以下「命令書」という。）により

期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

２ 補助金の交付を受けた地縁団体は、前項に規定する命令を受けたときは、

命令書に記載のある期限内に当該補助金を市長に返納しなければならない。 

 

（補則） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、藤沢市地縁団体による防犯カメラ設

置等事業補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１６年９月１日から施行する。 

（検討） 

２ 市長は、令和９年３月３１日までにこの要綱の施行状況について検討を加

え、その結果について必要な措置を講ずるものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

（検討） 

２ 市長は、平成２７年３月３１日までにこの要綱の施行状況について検討を

加え、その結果について必要な措置を講ずるものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 



 

１ この要綱は、平成２６年１０月１日から施行する。 

（検討） 

２ 市長は、平成２７年３月３１日までにこの要綱の施行状況について検討を

加え、その結果について必要な措置を講ずるものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年５月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第２条の規定による改正前の藤沢市地縁団体による防犯カメラ設置事業実

施要綱に定める様式による用紙は、平成３１年３月３１日までの間、所要の

調整をして使用することができる。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


